
議案第２５号 

 

令和５年度 印南町農業集落排水事業特別会計予算 

 

 令和５年度 印南町農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ９０，５９８ 千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（地方債）  

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、 ３，０００ 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）各項に計上した経費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

令和５年３月９日提出 

印南町長 日裏 勝己 



1 1

1 負担金 1

2 19,802

1 使用料 19,802

3 64

1 財産運用収入 64

4 63,530

1 繰入金 63,530

5 1,000

1 繰越金 1,000

6 1

1 預金利子 1

7 6,200

1 町債 6,200

90,598

町債

歳　　入　　合　　計

分担金及び負担金

使用料及び手数料

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

金　　　　　額

 千円

款

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項



1 41,701

1 総務管理費 41,701

2 47,630

1 公債費 47,630

3 1,267

1 予備費 1,267

90,598

公債費

予備費

歳　　出　　合　　計

款

歳　　出

項 金　　　　　額

 千円

総務費



１　総　　括

（歳　　入）

1 分担金及び負担金 1 1 0

2 使用料及び手数料 19,802 19,934 △132

3 財産収入 64 160 △96

4 繰入金 63,530 61,134 2,396

5 繰越金 1,000 1,500 △500

6 諸収入 1 1 0

7 町債 6,200 1,100 5,100

国庫支出金 0 3,000 △3,000

90,598 86,830 3,768歳　　入　　合　　計

 千円  千円

歳入歳出予算事項別明細書

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

 千円













 第２表 地方債 

  
（単位：千円） 

 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

下水道事業債 ６，２００ 証書借入 

年３．０％ 以内（ただ

し、利率見直し方式で

借り入れる政府資金

及び地方公共団体金

融機構資金について、

利率の見直しを行な

った後においては、当

該見直し後の利率） 

政府資金については、その

融資条件により、銀行その

他の場合にはその債権者と

協定するものによる。ただ

し、町財政上の都合により

据置期間及び償還期限を短

縮し、又は繰上償還もしく

は低利に借換えすることが

できる。 



                                                                                                         (単位:千円)

 前 々 年 度 末  前年度末現在高 当該年度末現在高

 区 分  当 該 年 度 中  当該年度中元金

 現  在  高  見 込 額  起 債 見 込 額  償還見込額  見  込  額

(1,100)

 １ 普通債 569,392 528,906 6,200 42,067 493,039

(1,100)
 農業集落排水事業 569,392 528,906 6,200 42,067 493,039

0

0

0

0

0

0

(1,100)

  合      計 569,392 528,906 6,200 42,067 493,039

        ( 注 )  前年度末現在高見込額欄の(    )内は、令和４年度中起債額(又は見込額)である。

 当 該 年 度 中 増 減 見 込

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書


